
【全体的意見】

意見 回答
・国としてどのような活動をするのか、そのためには地域はどうして
いったほうがいいのかをまず決めるべき。
・環境省が主体となって調整を行い、地方公共団体の役割等につい
ても明らかにすべき。

自然再生推進法は、地域固有の生態系の再生を目指す観点
から、地域の自主性を尊重したボトムアップの考え方を採用し
ています。このため、国が基本方針を定めるほかは、地域の多
様な主体の自主性に委ねる形となっています。

・輸入による動植物の管理の必要性を入れるべき。 自然再生事業が、地域の生物多様性に悪影響を与えることが
ないよう、３（３）エにおいて、移入種の導入に係る例示を追加し
ました。

・科学及び専門知識そのものが、自然再生のあり方に答えられるだ
けの十分な準備ができていない。現地で長年地域の自然と関わって
きた人の知見を第１に考えるべき。

ご意見の趣旨を踏まえ、１（２）ウにおいて地域の経験と実績に
基づく知見の把握に努める旨修正しました。

・従来の公共事業との区別が曖昧。 従来の事業との違いは、１（２）アにおいて、３つの視点を明確
にした新たな取り組みである旨記述しております。

・公共事業による構造物の撤去は税金の適正な利用を定めた法律に
抵触すると言われており、実現可能か不安。構造物撤去の可能性も
はっきりと記述すべき。

自然再生推進法は、構造物の撤去を直接の目的とした法律で
はありません。構造物を撤去する方法をとることもあると考えま
すが、具体的には地域の自然再生協議会で十分議論されるべ
きものと考えます。

・各組織や各主体の権限、責任が不明確。 国、地方公共団体、実施者の責務については、法第４条及び第
５条に規定されているとおりです。

・研究者の育成や地元環境保全活動の支援が急務。 御指摘の点に関しては、１（２）カにおいて、「自然再生の実施に
際しては…必要な財政上の措置を講ずる」と述べています。ま
た、人材育成については５（２）に記述しています。

「自然」や「再生」の意味が立場によって異なるおそれがある。 用語の定義については、法第２条に規定されており、「自然再
生」の考え方については、基本方針１（２）に記述しています。

政府の役割を果たすための人員確保の必要性と手段について、具
体的な検討と記述が必要。

人員の確保の必要性に関しては、今後の運用状況を見つつ、
検討させていただきます。

・自然保護を優先する項目を書き加えるべき。 「生態系の保全の取り組みを推進すべき」ことについては、１
（２）で記述しています。

・「関係する個別法との関係において、本来の目的が果たせられない
地域にあっては、個別法の適用を除外できるような措置について、関
係省において協議するものとする。」

自然再生推進法には、御指摘のような規定はありませんので、
個別法の適用を除外することはできません。

・都道府県が地域の自然環境の特性や関係機関の施策等に対応し
た自然再生に関する基本的な計画を策定することとし、この計画に基
づき自然再生事業を実施する仕組みとすること。
・都道府県が、自然再生事業実施者、地元市町村、ＮＰＯ等関係者の
意見を聴取し、自然再生を推進すべき地域を指定し、当該地域にお
いて自然再生事業を実施するものとすること。

自然再生推進法は、地域の自主性を尊重したボトムアップの仕
組みにより自然再生の推進を図るものです。このため、都道府
県が基本計画を策定したり、事業を推進すべき地域を指定する
などの、トップダウンの形にはなっておりません。

・都道府県が、自然再生全体構想や自然再生事業実施計画の作成
に当たり必要な助言指導や総合的な調整を行うとともに、事業実施
段階で適切な評価や進行管理を行う仕組みとすること。

自然再生協議会には都道府県を始め関係地方公共団体が必
ず参加し、全体構想や実施計画に係る議論が行われます。ま
た、法第９条に基づき都道府県知事は実施者から実施計画と
全体構想の写しの送付を受けた際に必要な助言をすることが
できます。

・自然再生基本方針において、あまりにも詳細に手続と内容を決めて
いる。国の基本方針は法律そのものか、数行の骨子を越えてはなら
ず、それより詳細な指示は自治体事務やその他の民間団体の事業
への過度の介入となる。
・自然再生基本方針は大枠に留め（法第７条第２項第１号～第５
号）、詳細規定と具体化は地方自治体の条例にゆだねる余地を広く
とっておくべき。

自然再生基本方針は、法第７条に基づき、自然再生に関する
施策を総合的に推進するため、自然再生事業の考え方や各地
域で実際に取り組みを進めるに当たって必要な手順など基本
的な事項に限って定めたものです。

・最も悪質なのは「自然再生事業を推進する手法」である。実施者に
は、公的機関から請け負う営利企業がほとんどを占めるが、この実
施者が実施計画を作ってしまえば、協議会は法的に、事業中止とす
る権限は持っていない。

「実施者」は、自然再生事業を実施しようとする意思を有する者
であって、単なる請負者は該当しません。また、基本方針３（５）
において、事業の中止を含め実施計画の見直しについては、協
議会での十分な協議の結果を踏まえる旨、記述しました。

・自然再生の概念に「持続可能な人類社会に必要不可欠の、健全な
生態圏の保続」という意味を埋め込むことが必要。

御指摘の趣旨は、基本方針の１（１）及び（２）に記述していま
す。

・地域の自主性、主体性の尊重も重要だが、自然再生のような問題
こそ国が中心となって進めていくべき。公務員に環境専門の職を作る
とか、国がバックアップする姿勢をもっと強く出すことが必要。

自然再生推進法は、地域の自主性を尊重したボトムアップの考
え方を採用しています。国のバックアップが必要かも含めて地
域の判断と考えています。

・予算化に係る記述が必要。 ご意見の趣旨は、基本方針１（２）カに「財政上の措置」について
記述しています。

・技術と専門職技術者の役割を定め、その活用を明確化するよう求
める。

自然再生の技術に係る知識を有した者は、自然環境に関し専
門的知識を有するものとして位置付けられるものと考えます。

・学識者・研究者・技術者・コーディネーターなどの専門家の育成を盛
り込むことを提言する。(56)

御意見の趣旨は、基本方針５（２）に記述しています。

・公開する情報は、事業計画やモニタリングだけではなく、協議会名
簿や事業規模、受注業者等実施に関する事を含めるべき。

自然再生全体構想や自然再生事業実施計画に書かれる事項
（法第８条及び９条参照）は公表されます。また、その他公開す
る情報の具体的内容については、各自然再生協議会において
協議されるものと考えます。

【個別意見】

該当個所 意見 回答
ｐ１
１　自然再生の推進
に関する基本的方向

[1]自然環境劣化の現状及びその原因を具体的に述べること。
[2]わが国の自然環境が、極めて危機的な状況にあることを量的にも
明らかにすること。

基本方針の１につきましては、現状における基本的な認識を簡
潔に記述しています。



（１）わが国の自然環
境を取り巻く状況

[3]日本列島全体における明確な保全目標を設け、個々の再生事業
について定量的な評価が可能なようにすべき。設定すべき具体的な
目標としては、絶滅動物の再導入も含めた目標を設定するべき。

自然再生推進法は、地域の自主性を尊重したボトムアップの仕
組みにより自然再生の推進を図るものであり、日本全体で具体
的な目標を定めるという方式とは異なっており、具体的目標は、
地域の状況に応じて立てられるものと考えます。

[4]自然の損失は現在進行形及び未来形でもあり、２段落目「その結
果、」を「また、現在もなお悪化を助長する計画が継続、あるいは新規
に開始されることにより、」とする。

法律第２条において、自然再生は「過去に損なわれた生態系そ
の他の自然環境を取り戻す」と定義されており、現在あるいは
今後行う環境配慮とは区別しています。

[5]「循環」は「物質循環」とすべき。 御指摘を踏まえ、文意を明確にするよう修正しました。

[6]自然環境の人間にとって有用な価値について、いくつか例を挙げ
て述べているが、これに関わる文を以下のように修正すべき。「また
自然環境は社会、経済、科学、教育、文化、芸術、スポーツ、探検、
レクリエーションなど様々な観点から人間にとって有用な価値を有し
ています。」

御指摘を踏まえ、「文化」の観点を追加しました。

[7]手入れ不足等による植生などの変遷は自然回帰の現象であり、
並列は不適当。

人為により長い間維持されてきた二次的自然が、維持されなく
なることにより放棄され、野生生物の絶滅のおそれが生ずるな
どの問題が起きています。生物多様性の観点から、二次的自
然も再生すべき対象となりえると考えます。

[8]自然災害に係る記述について、自然災害への備えとして自然環境
を改変してきたこと、その「改善」＝「悪」でないという事実を述べたい
のであれば、そのように記載すべき。
[9]自然災害に言及した文を以下のように修正すべきです。「わが国
は、その地史や気候等を背景として、多様で豊かな自然環境を有し
ており、私たちは様々な恩恵を享受しています。一方、私たちは、地
震、台風、豪雨、猛暑、暖冬、渇水などによる自然災害等への備えを
怠ることはできません。」
[10]安全性と生活水準に関する以下の文に４文字追加すべきです。
「戦後、高度経済成長期を経て自然災害に対する安全性や物質的な
生活水準は向上してきましたが、一方で、大量生産、大量消費、大量
廃棄型の社会経済活動の増大により、自然環境に大きな負荷を与え
てきたことも確かです。」

御指摘を踏まえ、１（１）を修正しました。

[11]生物の多様性と固有性を認識することが重要。 ご意見を踏まえて、１(2)①を修正し、「地域に固有の生物の多
様性の確保」を行うべき旨の記述を追加しました。

[12]流域単位の視点が必要。 ご意見を踏まえて、１(2)を修正し、流域単位の視点など広域性
を考慮する記述を追加しました。

[13]自然環境が損なわれた原因として「自然資源の過度の利用」が
強調されすぎている。適正な自然資源の利用についてまで消極的に
なりかねない。

当該項目においては、人為の働きかけがなくなることによる自
然環境の変化についても記述しており、「過度の利用」のみを強
調しているわけではありません。

[14]人工林や二次林も「自然」に含まれるのか？ 人が手を加えることにより成り立っている人工林や二次林につ
いても、自然環境に含まれます。

ｐ２
（２）　自然再生の方
向性

[1]自然と共生する社会に関する文に以下の1節を追加すべき。「現
在、自然と共生する社会の実現と地球環境の保全が、共生の意味を
問い直すことも含めて、重要な課題となっています。」

当該項目においては、法第１条の目的の中から文章を引用して
記述していますので、このままの表現とするのが適当と考えま
す。

[2]「保全」こそが幹であり、そのための基礎的な調査とその後のモニ
タリングが最も重要であることは特筆されるべき。
[3]自然環境を守るためには、既存の自然の保全が原則であることを
明記すること。
[4]「一方」と言う表現では文脈の関係が不自然であり、「同時に」ある
いは「加えて」とするべき。

御指摘の点を踏まえて、１（２）の第１段落を修正するとともに、
第２段落の「一方」を「同時に」に修正しました。

[5]視点を４つに増やす。「④現在、実施中または計画中の社会経済
活動等で生態系その他の自然環境が損失または破壊されるおそれ
がある場合、関係者が、当該活動等の価値と、未来世代にわたる生
態系その他の自然環境の価値を比較考慮することができるよう、当
該活動主体が積極的に説明責任を果たすべきこと。」
[6]上記④にさらに⑤として「住民側・行政側・その他関係する個人や
団体の方々に、共通の達成すべき将来像と、達成時期を設定させ
る。」を加えて、視点を５つにする。

法律第２条において、自然再生は「過去に損なわれた生態系そ
の他の自然環境を取り戻す」とされており、現在あるいは今後
行う環境配慮とは区別しています。
また、「達成すべき将来像」「達成時期」に関しては、基本方針３
(2)の全体構想の内容の中で記述しています。

[7]アとイの間に一つ追加し、イをウ以降へずらす。イには、自然再生
事業を行おうとする地域に隣接して行われている経済活動等が自然
再生に影響する場合、事業主体間で十分協議し、費用対効果を慎重
に検討することを明記する。

御指摘の点を踏まえ、自然再生と地域の社会経済活動等の連
携についての記述を追加しました。

[8]自然再生の方向性の４を追加し、事業を行うについて全体として
環境破壊を伴わないものとする旨の条項を追加すべき。（人工海浜を
つくる場合に、その砂をどこから持ってくるのか、あらたか環境破壊を
もたらさないのか）

御指摘の内容の趣旨については、基本方針３(3)エに記述して
います。

[9]再生対象地域の決定に当たっては、地球規模で移動する野生生
物の生態学的特性や集水域等の地理的特性といった広域的観点に
よることを明確にすること。

御指摘の点を踏まえ、地球規模で移動する野生生物の生態学
的特性等の広域的観点の記述を追加しました。

[10]国全体の視点に立った、現存の自然と再生すべき自然に関する
目録に基づいて行われなければならないことを明記すべき。

自然再生推進法は、地域の自主性を尊重したボトムアップの考
え方を採用しています。

[11]「自然環境」の定義を明確にすることが必要。 自然環境がどのようなものであるかは、基本方針１(1)に掲げて
おり、また、自然再生の定義については法第２条に記述されて
います。

[12]自然再生を目指す観点には、科学的に根拠をもった目標到達点
を明確にすべき

ご意見を踏まえて、１(2)ウを修正し、科学的知見の十分な集積
を行う旨の記述を追加しました。

[13]生物の多様性は地域毎の固有性にあわせて確保されるべきこと
を記述すべき。

ご意見を踏まえて、１(2)①を修正し、「地域に固有の生物の多
様性の確保」を行うべき旨の記述を追加しました。



[14]「その他の自然環境」が何を指すのか不明確。 「その他の自然環境」には、景観や野生動植物の種が該当しま
す。

視点① [15]ラムサール条約締約国会議の決議「湿地復元の原則とガイドライ
ン」の原則を一般にもわかりやすい言葉で書き込むべき。

基本方針では、「科学的知見に基づく実施」「順応的な進め方」
など、ラムサール条約締約国会議の決議「湿地復元の原則」も
踏まえた記述としています。

視点② [16]「絶滅のおそれのある種が発見された場合は、その生物の回復
計画を立てること」を加えるべき。

種の回復計画は、生態系その他の自然環境の再生に含まれる
ものと考えます。具体的な取組は地域の状況毎に異なるものと
考えます。

[17]「地域固有の生態系回復」が本法の核心であり、そのための方向
性はただ一つ。「地域固有の生態系の回復は、地域住民に主体性を
持たせること。」を特筆しておくこと。

御指摘の趣旨を踏まえ、１(2)②を「地域の多様な主体の参加・
連携により進めて行くべき」と修正しました。

[18]各地域が独立して事業を進めることは問題であり、他の地域との
有機的なつながりについて、視点の中に掲げるべき。

御指摘の趣旨を踏まえ、１(2)に生態系同士が密接な関係を有
していることを踏まえ、広域性考慮する必要がある旨追加しまし
た。

[19]ここで指す「地域」とは、具体的にどの程度の範囲を指すのか？ 「地域」の範囲は、対象とする生態系毎に異なります。

[20]「地域に固有の生態系」とは、原生や潜在植生に近い自然か、そ
れとも人の干渉を優先した状態を指すのかあいまい。

原生自然環境だけでなく、里山等人為により成立している生態
系も含みます。

[21]地域によって取組が違うのでは意味がない。絶滅危惧種がいる
地域等は環境省が強制的に自然を再生させるべき。

自然再生に係る基本的な方向性をこの基本方針で定めます
が、具体的な取り組みは地域の状況毎に異なるものとなると考
えます。

視点③ [22]十分な科学的・学術的研究がある地域を対象とすることを記述す
べき。

ご指摘を踏まえて、１(2)ウを修正し、地域における知見の把握
に努める旨の記述を追加しました。

[23]生態系の複雑さと非定常性に言及した文を以下のように修正す
べきです。「③遷移と自然攪乱の均衡などにより、複雑で絶えず変化
することによって維持されている生態系その他の自然環境を対象と
することを十分に認識し、科学的知見に基づいて、長期的な視点で
順応的に取り組むべきこと。」

基本方針は平易で分かりやすい表現とするため、このような記
述としているところです。

[24]「その他の自然環境」が何を指すのか不明確。 「その他の自然環境」には、景観や野生動植物の種が該当しま
す。

ｐ２
ア　自然再生事業の
対象

[1]「過去に行われた事業や～」の事業主体が国・県事業も含めること
を明記すべき。

事業主体としては、国・県がありますが、自然再生推進法は地
域の自主性を尊重したボトムアップの考え方を採用しており、
国・県の事業だけを様々な主体の例示として出すのは、相応し
くないと考えます。

[2]「近くに創出する代替措置として～」は、後述の「創出」と混乱する
ので、「作出」とすべき。

代償措置については、環境影響評価法の環境保全措置指針に
おいて「創出」という表現が用いられているため、基本方針にお
いても同様に用いています。

[3]自然再生事業は、その予測不完全を考慮して、十分な調査・研究
の行われている地域を対象にすべき」と明記すべき。

ご指摘を踏まえて、１(2)ウを修正し、地域における知見の把握
に努める旨の記述を追加しました。

[4]以下の概念を追加。「人間の生活活動上、必要があるため国や地
方公共団体が講じてきた施策の中で、今日まで人間が加えてきた手
法を取り除くことによって自然に元の状態に戻すことが可能となる地
域に置いて、失われた生態系や景観を戻そうとする再生（可逆的な
開発）を含む」

御指摘の点は、１(2)ウの「自然の復元力に委ねる方法も考慮」
に含まれるものと考えます。

[5]「保全」「再生」「維持管理」を定義した文を以下のように修正し、そ
のあとに1文追加すべきです。「その中には、良好な・・・(中略)・・・、再
生された自然の状態を長期間にわたって維持するために必要な行為
としての「維持管理」を含みます。いずれの場合も、継続的なモニタリ
ングにより再生事業が初期の目標と合致していることを確認しつつ順
応的に進めていく必要があります。」

モニタリングの必要性については、１(2)エの順応的な進め方に
記述しています。

[6]既に設置されている構造物の撤去などもあり得ることを含めるべ
き。

構造物を撤去する方法をとることもあると考えますが、具体的
には地域の自然再生協議会で十分議論されるべきものと考え
ます。

[7]自然再生事業は、誰が、どのような法律「強制力」により、あるい
は自発的に行うものを想定しているのか、本方針の「適用範囲」を明
らかにするべき。

自然再生事業は、自然再生推進法で定められた手続きに沿っ
て、地域の自発的な取り組みにより、多様な主体が関わって進
められることとされています。

[8]法が「再生」の範疇として掲げる「保全」のイメージを、もっと具体的
に記述すべき。

「保全」については、１(2)アにおいて、「再生」「創出」「維持管
理」の並びで記述しております。

[9]代償としての安易な「再生」が乱開発の口実とされてきた現実を踏
まえ、そのことがわが国の自然を危うくしてきた歴史についての反省
を記述するとともに、今後のあり方として、端的に、完全な自然の復
元は困難であり、保全こそが第一義的に重要であって、「再生」をあら
たな開発行為の取引材料としてはならないことを明記すべき。

御指摘の点を踏まえ、１(2)において、「生態系の保全や生物種
の保護のための取組を推進すべきことはもちろん」という文章を
追加しています。

[10]代替措置も含めるべき。 自然再生は、「過去に損なわれた自然環境を取り戻す」ことが
目的ですので、これから行われる代償措置については、対象と
なりません。

[11]関連法令との整合性を図り、産業活動の停滞を招くことの無いよ
う留意すべき。

法第６条において、「他の公益との調整」に係る規定があり、具
体的には各協議会において、地域の状況に応じて調整が図ら
れるものと考えます。

[12]事業や人間活動等の何が自然を損なう原因だったのか、流域全
体の視野に立って科学的に解明することが必要。

科学的知見の重要性については、１(2)ウにおいて記述していま
す。

[13]自然再生事業の対象としての「保全」が、本案の通りであれば、
二次的自然の積極的管理が該当しなくなるのではないか。法文の目
的に異なる。

二次的自然であっても、適切な管理により良好な状態が維持さ
れていれば「保全」の対象となり、管理の継続が自然再生事業
となるものと考えます。

[14]保全すべき地域に「再生」や「創出」を行わないよう、マニュアル
づくりや対象地域のゾーニングといった実施前の手続きが重要。

御指摘の点は、各地域の協議会において、具体的な検討が行
われるものと考えます。



[15]本事業は、疑似自然に傾いている感がある。保全＞再生＞創出
であり、可能な限り人工色を廃すべき。

自然再生の方法としては、各手法に優先順位はなく、地域の状
況に応じて検討されるべきものと考えます。

[16]「自然再生事業は～創出する代替措置ではない」と「自然生態系
を取り戻す行為としての「創出」を含む」は矛盾するのではないか。

過去に損なわれた自然を、「創出」という手法を含んで取り戻す
ことが自然再生であり、これから行う行為に伴い行われる代償
措置とは区別しています。

[17]もともと自然がなかった場所における自然創出には慎重な対応
が必要。

１(2)エの「順応的な進め方」に記述しているとおり、「創出」を含
め、自然再生事業を行う場合には、周辺環境に影響が及ばな
いよう、慎重に進めることとしています。

[18]創出には、長期的な計画と入念な効果分析を平行して行うことが
必要。

１(2)エの「順応的な進め方」に記述しているとおり、「創出」を含
め、自然再生事業を行う場合には、効果を評価しつつ順応的に
進めることとしています。

[19]「創出」は公共事業になりかねない恐れがある。昔はどのような
自然環境であったか理解した上でどのような自然生態系を取り戻す
のか検討することが必要。

自然再生事業は、公共事業であるかないかに関わらず、行わ
れる事業です。御指摘のとおり、昔の自然環境を理解して検討
を進めることは重要であり、１(2)ウに科学的知見に基づいて実
施する旨、記述しています。

[20]実施者が協議会を立ち上げ、事業に参加する人がそこに集うと
いう形で進められるため、どのような事業でも、協議会で「これは自然
再生事業である」と宣言すれば進められると言う問題がある。

協議会には、関係行政機関及び関係地方公共団体が必ず参
加することとしておりますので、協議会において適切な議論が
進められるものと考えます。

[21]「自然再生の対象」に絶滅種の再生も含めてほしい。オオカミの
再導入など。

自然再生推進法において、「自然再生」は過去に損なわれた生
態系その他の自然環境を取り戻すことを目的としたものと定義
されており、個別の種の回復そのものは含まれておりません。

[22]創出とのことだが、その地域の自然生態系を取り戻す際には、地
域に存在した種類を持ち込むだけでなく、出来うる限り、近隣の地域
からそれ持ち込むことにより、遺伝的にも地域にあったものにしてい
ただきたい。

御指摘の点を踏まえ、３(3)エに生物の導入で地域の生物多様
性に悪影響を与えることのないよう配慮する旨の記述を追加し
ました。

[23]自然再生の目標時点・基準を明確にする必要がある。 地域の自然再生の目標については、３(2)ウに記述しています。

ｐ２
イ　地域の多様な主
体の参加と連携

[1]「自然環境に関し専門知識を有する者」は、「保全生態学の研究者
等自然環境に関し専門的知識を有する者」とすべき。

「自然環境に関し専門知識を有する者」の専門分野は幅が広
く、地域の自然特性に応じて必要とされる分野があるものと考
えられますので、ここでは特段の例示をしないこととしておりま
す

[2]多様な主体のうち、自然保護を目的とした全国的または地域的な
ＮＰＯやＮＧＯと地域住民が再生の主体としては第一義的に重要であ
り、関係行政機関や関係自治体はその援助が主要な側面であること
を明記すべき。

法律上、自然再生事業の実施者としては各主体は同じ並びで
す。関係行政機関や関係自治体の援助については、１(2)カ及
び５において、その内容を記述しています。

[3]「地域」に該当しない主体は参加できないのか？ 地域に所在していなくても、地域で活動している場合には、その
主体は参加できるものと考えます。

[4]事業とモニタリングの把握と評価を、環境省で一括管理すべき。 事業とモニタリングの把握と評価については、地域の協議会で
行うこととなります。

ｐ２
ウ　科学的知見に基
づく実施

[1]３行目「自然環境が自律的に存続できる」は不適切。「人間の管理
を受けずに」に改めるべき。

生態系としての機能が再生した場所において自律的に存続で
きるようにすることが必要と考えます。このため、機能維持のた
めの管理は行うものではありませんが、例えば、移入種を排除
する管理が必要な場合なども想定され、外的要因に対して手を
加えるような管理があり得ます。

[2]「再生された自然環境が自律的に存続できる方法」が本来の形で
あり、「含め」にとどめるべきではない。

里山における二次林の再生などを行った場合には、人為的管
理を継続する必要がありますので、このような表現としていま
す。

[3]「自然再生事業は、自然再生事業の必要性や方向性に関して十
分な学術的研究がある地域を対象にする。」ことを追加。
[4]本文の最後に次の文を追加。「しかし一方、現在の生態学は研究
途上にあることを踏まえ、得られた科学的データを偏重することが
あってはならない。」

御指摘を踏まえ、１(2)ウにおいて、「科学的知見の十分な集積
を基礎としながら」という文を追加しました。

[5]工事等を行うことを前提とせず、自然の復元力に委ねる方法を検
討すべき。

自然の復元力に委ねることは重要ですが、自然再生を円滑に
進めるために必要な工事があるものと考えます。

[6]データの解釈については、可能な限り多岐にわたる専門家からの
意見聴取が必要。
[7]経験則に照らして有効な手法は、科学的に証明されていなくても
取り入れるべき。現場の知識を十分反映すべき。

御指摘を踏まえ、１(2)ウに、「地域における経験と実績に基づく
知見の把握に努める」という記述を追加しました。

[8]工事的手法を取り入れる場合には必ずアセスメントを実施すべ
き

御指摘の趣旨については、３(3)イに記述してあります。

[9]人が手を加えていくものも「自然」なのか？ 里山において人が手を加えることによって維持されてきた二次
的自然環境なども「自然」です。

ｐ３
エ　順応的な進め方

[1]自治体の法的権限や住民自治の判断を侵犯していると思われる
ので、「環境アセスメントや環境諸法の手続、及び土地利用計画、緑
の基本計画その他の環境保全計画、森林整備計画、街づくり計画、
各種マスタープラン、市町村基本構想総合計画などを全て順守しつ
つ」という条件付けが必ず書かれていなければならない。

自然再生基本方針については、自然再生推進法第７条に基づ
き、基本的な事項について記述しています。

[2]「自然再生事業の中止を含め」とあるのは「自然再生事業の中止、
原状回復を含め」とすべき。途中でとまったままでは済まない場合も
ある。

ご意見を踏まえ、１(2)エに、「中止した場合に周辺へ影響が及
ばないようにする」旨修正しました。

[3]順応的取り組みに関する段落のあとに、以下のように段落を追加
すべき。「自然再生事業は、複雑で絶えず変化する・・・（中略）・・・こ
れを当該自然再生事業に反映させる順応的な方法により実施するこ
とが必要です。　　その時点で知り得る科学的知見の限界から事業
計画がある科学的仮説に基づいて行われる場合には、事業計画の
合意をより慎重に行い、事業によって想定される許容される事態を列
記し、モニタリングを通じて事業の中でその仮説の妥当性を吟味しつ
つ、順応的に仮説を含めて計画を修正することが必要です。可能なら
ば自然環境条件などによってそれが満たされないリスクを評価するこ
とも奨励します。」

御指摘も踏まえ、順応的な進め方によることが重要である旨を
追加しました。



[4]自然再生事業についても、自然影響評価の手続きを行うべき。規
模の小さなものも対象とし、市民から情報の収集を図る「参加型アセ
ス」であるべき。

３(3)イにおいて、自然再生事業の内容について、事前の調査を
行い、十分検討する旨記述しています。また、２(2)ウにおいて、
協議会の運営に当たり、必要に応じ外部からの意見聴取を行う
旨述べています。

ｐ３
オ　自然環境学習の
推進

[1]「保全活動への参画」を「自然再生事業のすべてのプロセスへの
参画」とすべき。

「保全活動への参画」については、自然環境学習全般について
必要な事項を述べたものです。自然再生事業については、御指
摘のとおり、様々なプロセスに参画することは重要と考えます。

[2]学習の内容例示に関しては、「地域の自然特性の把握や事業実
施の必要性、再生技術などに関して」も含めるべき。

御指摘の点を踏まえ、学習の内容例示を追加しました。

[3]回復過程のみならず破壊の原因についての学習も重要。 ご指摘の点は重要であると考えますが、具体的な内容は、地域
毎に決められることと考えます。

[4]小中学生に特に積極的に普及啓発活動を行う旨と、それに伴い、
文部科学省との連携を強化する旨を基本方針に盛り込むべき。
[5]学校教育の一部と直結させるのはどうか。

御指摘の点を踏まえ、学校教育機関を始め、「関係機関との協
力と連携」を追加しました。

[6]事業実施個所すべてに例外なく環境学習を当てはめるような表現
は不適当。

自然再生事業が、自然環境学習に活用されるよう配慮する必
要がある旨を記述しており、例外なく当てはめるものではありま
せん[7]エ項とのギャップが大きく違和感がある。自然再生に飛び石ビオ

トープの場所としての利用や人的ネットワークが必要など、意味づけ
が必要。

「自然環境学習の推進」につきましては、法律に規定されている
基本方針として定めるべき事項とされています。

[8]オーバーユースやマナーの問題があるため、環境学習のルール
づくりが必要。

御指摘の点を踏まえ、ルールづくりについて追加しました。

[1]湿地の再生に関しては、集水域単位で検討すべきことを明記すべ
き。

１(2)に流域単位の視点などの広域性に係る記述を追加しまし
た。

[2]ラムサール条約締約国会議の決議・ガイドラインなど、そうした国
際的な取り組みの前進を踏まえ、国際的な経験に学びながら行わな
ければならないことを明記すべき。

今後の運用に当たっては、国際会議の決議や海外事例などに
ついて情報発信をすることとしています。

[3]水系のつながりなど広域的な視点から、生物学的時間をかけて、
総合的な手法で進められる必要があり、これまでの公共事業が地域
割り、単年度割、行政区分割であった事を打破する新しい取り組みが
求められることを明記すべき

広域的な視点については、１(2)に追加の記述をしました。また、
行政間の連携については、５(5)に記述しています。

[4]広域的に連帯した事業主体の構成や、財政的裏づけを可能にす
る仕組みが求められることを明記すべき

広域的な連携については、５(5)に記述しています。

[5]渡り鳥・回遊魚・海獣類などへの配慮に関する文に以下の4文字を
加えるべき。「なお、自然再生に当たっては、地球環境保全に寄与す
る観点から、地域の実情に応じて、地球規模で移動する野生動物の
生息地・中継地への配慮や温室効果ガスの排出を低減した工法の
採用、二酸化炭素の吸収源となる森林の適正な管理等を通じた地球
温暖化対策への配慮が必要です。」

御指摘のとおり、修正しました。

[6]普及啓発にかかわる文に、以下の4文字を加えるべき。「国及び地
方公共団体は、自然環境の現状やその保全・再生の重要性につい
て、地域住民、ＮＰＯ、専門家等の理解を促進し、自覚を高めるため
の普及啓発活動を行うこと。」

当該基本方針は、自然再生について記述することとしておりま
すので、このような表現としております。

[7]「自然再生を効果的に進めるためには」のあとに、「…のように推
進することが必要」と様々な事業に共通する一般的表現が必要。農
林水産業が強調されすぎ。

農林水産業に関する記述は、法第16条「地域の環境と調和の
とれた農業」の記述を踏まえてのものです。

[8]「農林水産業が本来、自然の物質循環機能に依存した持続的な
生産活動」の「持続的な」は削除すべき。

本来の農林水産業は持続的な生産活動ですので、このような
記述としています。

[9]農林水産業の関与の中に、「野生生物を安易に駆除せず、被害防
止対策を充実させる」旨、付け加えるべき。

被害防止対策は、自然再生基本方針に記述するというよりは、
鳥獣対策の観点から行うべきものと考えますので、ここでは記
述しておりません。

[10]農林漁業者は自然環境の専門家ではないので「～の知見を尊重
しながら…」は「～の知見を取り込みながら…」とすべき。

農林漁業者の知識は、地域における経験と実績に基づく知見と
して重要ですので、「尊重」という表現にしています。

[11]一次産業が環境保全の主役を担ってきたことを記述しているの
は賛成だが、それが「政府が法的整備を怠ってきたために有効な環
境保全とならず、悲惨な現況を生み出した」と付記する必要がある。
それに続いて「今では一次産業の衰退で、その力を借りて環境の回
復を図ることが困難になっており、今後は地域住民を主役とした自然
回復の方途を開いてゆかなければならない」と方向を明示すべき。

ここでは今後の自然再生と農林水産業との調和について述べ
ています。

[12]「農林水産業を推進する」の主語は何か、明記するべき。 ここでは農林水産業に係る一般的な認識を述べています。

[13]農林水産業に関する記述の中で、以下の3文字を追加すべき。
「さらに、自然再生を効果的に進めるためには、農林水産業が・・・
（中略）・・・漁場環境の再生状況に応じた漁法・漁期の設定など、地
域の環境と調和のとれた農林水産業を推進することが必要です。」

御指摘の点を踏まえ、「漁具の選定や」を追加しました。

[14]「その他」として掲げるにしては、様々な要素が列挙されているの
で、整理統合が必要。

ここでは、その他として、法第16条の「自然再生に関するその他
の措置」を踏まえて整理しているため、このような項目を記述し
ているところです。

[15]全国的な事例などの情報提供に努める必要があると指摘されて
いるが、情報提供の前に調査が必要。人工海岸については、事例を
調査し手法を確立するまでは、この法律による自然再生は控えるべ
き。

地域の自然環境に応じて、各事業毎に事前の調査が行われる
こととなっており、そのような調査の結果が蓄積されることによ
り、様々な手法の精度が高まることが期待されています。

[16]昔ながらの農林水産業の積極的な保全についても記述して欲し
い。

１(2)カの農林水産業に関しては、御指摘の趣旨を含め記述して
います。

[17]木酢液や昆虫が「農薬」と規定されたことと、この基本方針で農
薬の使用削減を述べていることは矛盾しないか。

ここでは、環境に対して何らかの影響のある農薬について、一
般的な用語として使用しています。

ｐ３
カ　その他自然再生
の実施に必要な事項



[1]専門的知識を有する者の確保が望ましいではなく、「不可欠であ
る」と記述すべき。

御指摘の点を踏まえ、「特に重要である」と修正しました。

[2]自然再生協議会への参加は「人選」ではなく、事業に参加・賛同す
る人は誰でも参加できるという考え方は重要であるため、明確に記述
すべき。

御指摘の点は、２(1)アに記述しております。

[3]多様な主体のうち、自然保護を目的とした全国的または地域的な
ＮＰＯやＮＧＯと地域住民が再生の主体としては第一義的に重要。

御指摘の点は重要と考えますが、法律上自然再生の主体とし
ては、多様な主体はすべて同列に扱われております。

[4]メンバーは公募制とし、利害関係のない第３者を必ず入れ、公平
性を監視するオブザーバーを入れるべき。

協議会の組織化の手法については、地域の状況に応じて異な
るものと考えられます。また、協議会は原則公開で透明性を確
保することとしておりますので、外部からの監視は可能と考えま
す。

[5]実施者として想定している範囲についても、あらかじめ明らかにす
るべき。

自然再生は、地域の発意による事業であり、自然再生事業を
実施しようとする者として、法律上、その範囲は定められており
ませんので、基本方針でも記述はしないこととしています。

[6]協議会では、協議会自体の設置期限も予め決めるべき。あわせ
て、協議会が解散した後、構想に手直しが必要な場合について、「改
めて協議会を開催する」と明文化すべき。

２(2)エにおいて、協議会の継続実施の方法に係る協議をする
よう記述しています。

[7]原文では経済効果についての公益も含まれ、公益との調整の結
果、再生事業は難しいという結果になるケースも多発すると思われる
ため、公益の内容について限定した方がよい。

公益との調整は、地域の状況により、地域の協議会において行
われますので、あらかじめ限定することはできないものと考えま
す。

[8]本来、実施者は、協議会の外にいて、実施計画を協議会に提出し
審査を受けるという手続を想定すべきであった。しかし、実施者自身
が協議会構成員であり、当然に協議会のイニシアティブを取ることが
できるのでは、自然再生事業の公益性や公平性は期待できない。こ
の仕組みの中で、公正で公益あるものとするには、基礎的自治体が
この協議会の主役となり、キーマンの位置につくことが必要。この部
分は地方自治体の条例で決められるので、そのことを明記しておく必
要がある。また、会議の議長が構成員の互選となることも条例に委
ねるべき。また、事業の中止を含めた決定権が協議会にあることもこ
こに明記しておくこと。

御指摘の点は、２(1)ウに定められているとおりです。

[9]協議会の決定に関し、不服のあるものは裁判所に訴えることので
きる規定を設けるべき。

自然再生推進法には御指摘のような規定がありませんので、
基本方針においても特段の記述はしておりません。

[10]「その他の公益との調整に留意して」を再生事業が、その他の公
益との調整の中でも優先して考慮されるように検討するとすべき。

公益性については、一律に優先度をつけるものではなく、地域
の状況に応じて検討されるべきものと考えます。

[11]機能的な協議会の編成を（国が）リードする必要がある。 自然再生推進法に基づく自然再生は、ボトムアップの考え方に
基づき行われる仕組みであり、国が主導する性格のものではあ
りません。なお、国は、協議会に参加して必要な協力を行うこと
としています。

[12]協議会にもﾒｰﾙなどで意見ができる場を作って欲しい。 御指摘の点は、今後、各協議会において判断されることと考え
ます。

[13]少数派が無視、排除されないよう、多様な意見の反映が保証で
きる配慮が必要

御指摘の点は、2(2)アに記述しています。

[14]再生の対象となる自然の認識については、現地に関わりの深い
者の意見を必ず取り入れるとともに、その意見を公開すべき。

御指摘の点を踏まえ、１(2)ウに地域の知見の把握に努める旨
の記述を追加しました。

[15]実態を把握している専門家と自然保護活動をする運動家を中心
に、根本から自然再生できるようにすべき。

御指摘の点は、各協議会に委ねられていることと考えます。

ｐ４
（１）協議会の組織化

[1]誰に対し、どのような意思表示をすれば協議会に参加できるか明
文化すべき。

協議会の組織化に係る留意事項については、２(1)に記述して
います。

[2]実施者から協議会組織化の要請があった関係行政機関及び関係
地方公共団体は、一定の期間内に組織化に応ずるか否かを明確に
すること。

御指摘の点は、今後の運用に当たって、参考にさせていただき
ます。

[3]行政機関が相談にのる程度ではなく、もっと積極的な関わりをもて
るような文言にかえるべき。

２(1)ウに記述しているとおり、関係行政機関は、構成員として協
議会に参加することとされています。

[4]立候補を受け付けること、不適切な候補に対して一般住民やＮＰＯ
などから異議を述べられるようにすること、この異議に対する実施者
の応答・説明義務や立候補者に対する不選任の場合の説明義務を
明記すること。

協議会の運営方法については、各協議会毎に検討されるべき
ものと考えます。また、住民等からの異議が出た場合について
は、外部からの意見聴取等で対応すべきものと考えます。

[5]「公平な機会」が担保される方策がない。第３者機関のチェックが
必要。

協議会の運営方法については、各協議会毎に検討されるべき
ものと考えます。

ｐ５
（２）協議会の運営

[1]「協議会に参加していない住民・団体・権利者・専門家の批判的意
見を、広く受け入れて討論の機会を設け、協議会内の審議のみで独
善的に事業実施計画が決められて行くことがないように努める」旨の
記述が必要。
[2]一般住民やＮＰＯなどから自由に意見を述べられることとし、これ
に対し、協議会は応答義務があることを明記すべき。

御指摘の点も踏まえ、必要に応じ外部からの意見聴取を行う
旨、修正しました。

[3]「望ましい」を取り除いて、基本方針として明確に打ち出すべき。 御指摘の点を踏まえ、「重要である」に修正しました。

[4]ウ：公開の内容を具体的に明記すべき。「協議会は傍聴したい者
には誰でも開かれた会議とする。協議会の設置要項、構成員の名
簿、協議会において配布される資料、議事録については、ホーム
ページなどで誰にでも閲覧できるよう広く公開する。協議会に対して
提出された資料やデータは協議会の構成員全員に配布する。」
[5]協議会の原則公開については、具体的な公開の方法を明記すべ
き。
[6協議会が原則公開であるべきは当然だが、その内容が十分ではな
いので、議事録の作成、公開の例外などを明示すべき。
[7]議事録は発言者を明記し、ネット等で公開すべき。

どのような内容を公開するかは、地域毎の状況に応じて、協議
会毎に定められるべきものと考えます。

ｐ４
２　自然再生協議会
に関する基本事項



[8]協議会におけるモニタリング結果の評価に関して以下の文言を付
け加えるべき。「エ　自然再生事業の実施に係る連絡調整を継続的
に行うための方法や当該自然再生事業の内容、不確実性を含めた
その科学的前提の妥当性、目標設定の妥当性（リスクコミュニケー
ションを含む）、それを踏まえたモニタリング結果の評価及び評価結
果の事業への適切な反映方法について協議すること。」
[9]モニタリング結果の評価及び評価結果の事業への適切な反映の
ためには、事業者を除く構成員により協議会内に特別の体制を設け
るようにすべき。

科学的評価の内容等については、地域毎の状況に応じて、協
議会毎に定められるべきものと考えます。

ｐ５
３　全体構想及び事
業実施計画の作成

[1]全体構想の評価、調査方法を、具体的に明記すべき。
[2]実施計画が含むべき事項に「個別事業の目標」「具体的な達成基
準とその評価の方法」を追加する。
[3]全体構想や事業実施計画においては、再生の目標、目的、到達
基準をわかりやすく記載すべき。

具体的な目標や評価の方法等については、地域毎の状況に応
じて、協議会毎に定められるべきものと考えます。

[4]具体的なモデル・イメージが示されると理解しやすい。
[5]自然再生全体構想及び自然再生事業実施計画の作成に関して、
ボトムアップのイメージを具体化すべき。

地域毎に様々なパターンが生じてくるものと思われます。これら
について、情報の提供に努めます。

[6]再生事業の採否を慎重に行うため、全体構想や事業実施計画に
は、失敗した場合の影響とどのような修復措置が必要になるのかに
ついて記載すべき。

３(5)において、全体構想や実施計画の見直しを行うこととして
おりますが、具体的な措置の内容については、各地域毎に定
められるべきものと考えます。

[7]禁止事項を設けて、有害廃棄物・産業廃棄物・化学物質を含有す
る循環資源は再生事業に用いてはならないと基本的事項に書いてお
くべき。

3(3)エにおいて、地域の生物多様性に悪影響を与えることのな
いよう記述しています。

ｐ６
（２）全体構想の内容

[1]全体構想では、自然再生事業によって改変あるいは損なわれる現
存の自然環境の扱いについても触れるべき。

全体構想の段階では、具体の事業に関する詳細な内容はまだ
議論されないため、御指摘の点は、各事業の実施計画の作成
において検討されるべきものと考えます。

[2]ウ：「～る限り具体的に設定する」を「～る限り具体的又は定量的
に設定する」とすべき。

定量的になるかどうかは、地域の状況により異なるため、地域
の協議会において議論されるものと考えます。

[3]厳しいアセスメントが透明性をもって実施されなければならないた
め、アセスメント手続との関係との整合を明示すべき。また、法的な
整合性のみならず、基礎自治体の指導要綱にも従った環境保全手
続を順守する旨の記述も必要。

協議会には関係行政機関、関係地方公共団体が参画すること
から、協議会において調整されるものと考えています。

ｐ６
（３）実施計画の内容

[1]エ：「地域の生物多様性に」を「地域及び周辺の生物多様性に」と
すとともに、外来種の導入を排除する方向を明確にする。（外来種導
入による安易な再生を行わないため。）

御指摘の点を踏まえ、３(3)エに移入種に係る記述を追加しまし
た。

[2]「悪影響を与えることのないよう配慮する」は、「地域の生物多様性
を取り戻す内容でなければならない」とすべき。

自然環境を取り戻すことが自然再生の目的ですので、ここでは
そのために十分配慮すべき事項について記述しています。

[3]具体的に悪影響を与える事として「移入種、園芸種を用いた手法」
を明記すべき。

御指摘の点を踏まえ、３(3)エに移入種に係る記述を追加しまし
た。

[4]わかりやすい言葉で最終目標・目的・達成規準として盛り込まなけ
ればならないことをここでも明記すべき

達成基準等については、地域の状況に応じて、協議会毎に議
論されるべきものと考えます。

[5]複数の事業実施計画を関連させた総合アセスメントを実施するこ
ととすべき。

自然再生の実施に係る具体的内容については、地域の状況に
応じて、検討されるべきものと考えます。

ｐ７
（４）情報の公開

[1]公開の方法を具体的に明記すべき。「公開についてはホームペー
ジ等を用いて誰でも閲覧できるようにする。またこれらについて一般
市民からの意見や情報提供を受け付け、検討に反映させる。」

どのような内容を公開するかは、地域毎の状況に応じて、協議
会毎に定められるべきものと考えます。

[2]積極的な情報発信の必要性を明文化すべき。 当該箇所は、御指摘のような趣旨で記述しています。

ｐ７
４　自然環境学習の
推進に関する基本的
事項

[1]この自然環境学習は、自然の回復過程等を学ぶ場であることか
ら、自然環境学習を名目として過度な観察舎や遊歩道を整備し、自
然破壊・自然再生の阻害にならないようにすべきであり、その旨記述
すべき。
[2]（３）情報の共有：「教育機関」を加えるべき。

御指摘の点を踏まえ、１(2)オを修正しました。

[3]環境教育は、文部科学省の管掌事項であり、かつ、地域の自然に
関する教育は、国ではなく地方自治体の教育委員会の専管事項。環
境教育の振興は、市町村の教育委員会の活性化と切り離せない政
策課題であり、３省の関係者もそれくらいの常識と現状認識は部外者
であっても持っていてもらいたい。

「自然環境教育」は、項目として基本方針に盛り込むよう法律に
定められています。また、環境教育は省庁横断的に取り組む課
題と認識しています。

ｐ７
５　その他自然再生
の推進に関する重要
事項

[1]「地域固有の生態系の回復」が本事業の目的と言っているのだか
ら、地域を支援すること、中でも干渉しないこと、これが国の最も心す
べき配慮であり、「支援し、干渉しない」というキーワードを必ず挿入
し、それ以外の記述は極力簡単にすること。

御指摘の趣旨のとおり、最低限必要な基礎的事項について、基
本方針として記述しております。

（１）自然再生推進会
議・自然再生専門家
会議

[1]都道府県や市町村を含めた連帯の一層の強化を図るべき。 ５(1)では国が行う事項を記述しており、地方公共団体との連携
については、５(5)に記述しています。

ｐ８
（４）普及啓発

[1]「環境が少なくなっている場合には…」とあるが、量的なことだけで
はなく質の変化の問題にも触れるべき。

御指摘の点を踏まえ、修正しました。

ｐ８
（５）広域的な連携

[1]流域単位の視点を取り入れることが必要.
[2]大都市圏だけではなく、「複数の地方公共団体にまたがる流域圏
や沿岸域、湾」を含めるべき。

１(2)において、流域単位の視点などの広域性を考慮する旨の
修正を行いました。

[3]「広域に失われているところ」にだけ、連携を強調するのは違和感
がある。

１(2)において、地域の社会経済活動流域と自然再生との連携
を保つ旨の修正を行いました。

※他、いただいた意見は今後の運用にあたり参考にさせていただきます。


